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  令和４年 第 21 回帯広市教育委員会会議録 

 

１． 令和４年 12 月 27 日 火曜日  16 時 10 分 ～ 16 時 40 分 

帯広市教育委員会会議を市役所 10 階第６会議室に招集する。 

 

２．本日の出席者 

教 育 長       広  瀬  容  孝  

教 育 委 員       田  中  厚  一  

教 育 委 員       藤  澤  郁  美  

教 育 委 員       佐々木  しゅり  

教 育 委 員       栁  川    久  

 

３．本日の議事日程  

日 程 第 1  会議録署名委員の指名について 

日 程 第 2  議案第 43号    帯広市学校開放事業の管理運営に関する規則の一部改正について  

日 程 第 3  その他（1）  帯広市議会12月定例会の報告について 

  その他（2）  今後の事業予定について 

  その他（3）  寄附受納について 

    その他 

日 程 第 4  議案第 42号  職員の人事について【非公開】 

日 程 第 5  報告第 27号  令和４年度とかちジュニア文芸各賞の決定について【非公開】 

日 程 第 6  報告第 28号  学校保健安全法第20条に基づく臨時休業について【秘密会】 
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広瀬教育長   ただ今から、令和４年第 21 回帯広市教育委員会会議を開会いた

します。 

  出席委員は全員であります。 

  会議は成立しております。 

  ここで諸般の報告をいたします。 

  （桑嶋企画総務課長補佐 報告） 

  日程第１、会議録署名委員の指名を行います。 

  会議録署名委員は田中委員及び藤澤委員を指名いたします。 

  日程第２、議案第 43 号、帯広市学校開放事業の管理運営に関する

規則の一部改正についてを議題といたします。 

  直ちに説明を求めます。 

井上 部長  議案第 43 号、帯広市学校開放事業の管理運営に関する規則の一部

改正についてご説明いたします。議案書３ページから５ページであ

ります。本案は学校開放事業の屋内水泳プール開放のうち、光南小

学校の利用状況等を考慮し、開館期間及び休館日を変更するため、

規則の一部を改正するものであります。４ページ、新旧対照表をご

覧ください。開館期間については、右側の現行に記載のとおり、こ

れまでは４月１日から翌年１月 31 日までの 10 ヵ月としていたもの

を１ヵ月短縮し、左側の改正後にありますとおり、４月１日から 12

月 28 日までの９ヵ月とするものでございます。次に休館日について、

これまで夏季休業日を除く水曜日と年末年始としていたところです

が、利用が少ない４月、５月、11 月、12 月に限り、月曜日を加え週

休２日とし、効率化を図ってまいりたいと考えております。説明は

以上です。 

広瀬教育長  これから質疑に入ります。 

各 委 員  ありません。 

広瀬教育長  別になければ、質疑を終結します。 

  お諮りいたします。 

  議案第 43 号、帯広市学校開放事業の管理運営に関する規則の一部

改正については、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

各 委 員  異議なし。 

広瀬教育長  ご異議なしと認め、議案第 43 号は決定されました。 

  日程第３、その他に入ります。 

  その他（１）帯広市議会 12 月定例会の報告についてを議題といた

します。 

  直ちに説明を求めます。 

村木 室長  帯広市議会 12 月定例会における質疑のうち、私から学校教育部に

関する質疑の概要についてご報告いたします。議案書 13 ページをご

覧ください。今回は一般質問 20 名中７名、議案審査特別委員会 12

名中１名の議員から質問がございました。はじめに、一般質問、大
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竹口武光議員の質問中、特別支援教育の現状と課題に関する質問で

は、特別支援教育に係る市の考え方について、障害や学習において

困り感を抱えた子どもたちが一人ひとりの特性に応じた環境で教育

を受けられるよう、多様な学びの場の整備に向けて取り組む旨を答

弁しております。 

  次に稲葉典昭議員の質問中、繰り返す感染拡大と感染抑制への課

題に関する質問では、学校内で感染者が出た場合の全児童へのＰＣ

Ｒ検査実施について、児童生徒の学びの保障に留意しつつ、広範・

頻回による検査を行うのではなく、学級内で感染が拡大する恐れが

ある場合、速やかに学級閉鎖を実施し、感染拡大防止に取り組む旨

を答弁しております。 

  次に横山明美議員の質問中、学童、中学の女子野球の実態に関す

る質問では、帯広南商業高校に女子野球部を設置する考えについて、

新たな部活を設置するにあたっては、活動を望む生徒が一定数存在

することはもとより、指導者や活動場所、設備なども必要となるこ

とから、必要に応じて検討していく旨を答弁しております。 

  次に椎名成議員の質問中、子どもたちに寄り添う体制づくりに関

する質問では、コロナ禍にある今、よりきめ細かな心のケアに対す

る取り組みについて、各学校においては、学級担任や養護教諭を中

心とした健康観察や教育相談をもとに、児童生徒の状況を把握し、

スクールカウンセラーや相談員等による支援を含め、教育相談体制

を充実させている旨を答弁しております。 

  次に議案書 14 ページ、上野庸介議員の質問中、おいしい給食プロ

ジェクトに関する質問では、今後の方向性について、十勝・帯広な

らではのこだわりで学校給食の魅力向上を図るほか、食に関わる人

たちへの感謝の気持ちや地域への愛着、誇りを育んでいく旨を答弁

しております。 

  次に大平亮介議員の質問中、就学援助の現状と課題に関する質問

では、就学援助制度の周知について、在籍児童生徒の保護者に対し、

年３回周知しているほか、新入学児童の保護者に対しては、体験入

学に合わせて周知しておりますが、感染症により体験入学が中止に

なったことから郵送での案内とした旨を答弁しております。 

  次に清水隆吉議員の質問中、黙食の緩和に関する質問では、具体

的な対応について、十分な換気対策を図るとともに、真正面の位置

関係を避け、距離を確保するなど、感染対策の実施状況により、給

食時間の児童生徒間の会話を可能とした旨を答弁しております。 

  このほか、15 ページに議案審査特別委員会での質疑について、記

載のとおり質問があったところであります。学校教育部に関する報

告は以上です。 

河瀬 室長  続きまして、生涯学習部に関する質疑の概要についてご報告いた
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します。今回、一般質問では６人の議員から、議案審査特別委員会

では４名の議員から質問がございました。一般質問では、今野祐子

議員の質問中、生涯学習についてでは、生涯学習の推進の取組や講

座への支援に関する質問に対し、教育基本計画に基づき、様々な学

習機会の提供や関心を高めるための情報発信等を実施してきている

こと。また、生涯学習の事業として、運営委員会方式で実施してい

るプラザ・エンジョイスクールについて、今後も市民が気軽に学ん

でいただける機会が継続できるよう運営改善に向け助言していく旨

の答弁をしております。 

  次に横山明美議員の質問中、小中学校におけるスポーツの振興に

ついてでは、学童・中学女子野球の実態に対する質問に対し、十勝

管内の小学生女子選抜チームが全道大会での連覇や中学生選抜チー

ムが北海道予選会に出場するなど、レベルが高く、女子野球のすそ

野が広がってきていることを認識している旨を答弁しております。 

  次に菊地ルツ議員の質問中、人権が守られるおびひろ～いつでも

だれもが幸せに～では、パラスポーツの普及についての質問があり、

パラスポーツに関する問い合わせ窓口については、スポーツ課が一

義的に担い、共生社会の構築に向け関係団体等との連携を進めなが

ら、市民の参加機会の充実を図っていく旨答弁しております。 

  次に小椋則幸議員の質問中、スポーツの振興についてでは、１年

を通し、スポーツに親しむ機会の提供と台風被害の影響により、平

成 30 年度に廃止を決めた十勝大平原クロスカントリースキー大会

の再開に向けての質問がありました。市ではこれまで、各種体育施

設の整備により、様々なスポーツ環境の充実を進め、大会や教室講

座等を実施し生涯スポーツの振興を図ってきたこと。また、クロス

カントリースキー大会の再開については、コースの整備作業や農地

に隣接していることから、農作業への影響といった懸念があるため

再開は難しい旨を答弁しております。 

  次に 14 ページ、大平亮介議員の質問中、聞こえのバリアフリーに

ついてでは、生涯学習の講座における聞こえのバリアフリーに関す

る質問に対し、講座等の受付時には筆談対応のほか、生涯学習施設

の一部には、補聴器の音が聞きやすくなるヒアリングループの配備

や骨伝導ステレオヘッドホンの無料貸し出しを行っている旨の答弁

をしております。 

  次に鈴木正孝議員の質問中、2030 北海道・札幌オリンピック・パ

ラリンピックについてでは、明治北海道十勝オーバルがスピードス

ケート競技の会場として予定されていることから、招致活動に関す

る帯広市の考えについての質問に対し、オールジャパンの大きな枠

組みの中で、札幌市の招致活動への協力を継続していく考えである

旨を答弁しております。また、スポーツ施設の老朽化とその対策に
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ついてでは、帯広の森運動施設における老朽化に対する認識と建て

替えの考えについて質問があり、公共施設マネジメント計画に基づ

き、施設の老朽化や利用者の状況、課題などを整理しながら対応し

ていく旨を答弁しております。最後に 2022 フードバレーとかちマラ

ソンについてでは、マラソン大会の将来の方向性に対する質問に対

し、食に関するイベントなど、十勝・帯広の魅力を感じていただけ

る運営や地元住民も楽しんで応援してもらえるような大会への取り

組みを行っていく旨答弁しております。 

  このほか、議案審査特別委員会での質疑について、それぞれ 15

ページに記載のとおり質問があったところです。生涯学習部に関す

る報告は以上です。 

広瀬教育長  これから質疑に入ります。 

栁川 委員  聞こえのバリアフリーについて、今まで、市民大学講座を何度か

やらせていただいた中で、そういう対応をしたことが１回もありま

せんでした。事前に申し込みの段階でお願いするものなのでしょう

か。 

藤原 課長  各施設に聞こえの支援を行う様々な情報がありまして、必要があ

る方は施設にお問い合わせしていただければ、対応していく考えで

ございます。 

栁川 委員  ありがとうございます。 

田中 委員  今のお話に関連して、市民大学講座等々で、手話を必要とする要

請を受けたケースはございますか。 

藤原 課長  市民大学講座においては、そのような要望を受けたことはござい

ません。 

田中 委員  市民大学講座以外でも、１件も問い合わせはないということです

か。 

藤原 課長  生涯学習文化課で行っている事業では、そのようなお話を事前に

受けたことは、今のところございません。 

田中 委員  ありがとうございます。 

佐々木委員  14 ページ、清水議員の携帯電話の持ち込みの項目は、どういった

話題だったのでしょうか。 

西田 課長  市内の小学校中学校と南商の携帯電話の持ち込みの考え方につい

て伺うものであり、市内の小中学校において、携帯電話は学校にお

ける教育活動に直接必要のないものであることから、学校への児童

生徒の携帯電話の持ち込みについては原則禁止としている旨お答え

しております。ただし、携帯電話を緊急の連絡手段としている場合、

その他止むを得ない事情がある場合には、保護者から校長先生に許

可を申請するなど、事前に保護者と確認した上で対応している旨お

答えしております。 

佐々木委員  ありがとうございます。 
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広瀬教育長  他になければ、質疑を終結し、本件を終了します。 

  その他（２）今後の事業予定についてを議題といたします。 

  直ちに説明を求めます。 

村木 室長  学校教育部の今後の事業予定についてご報告いたします。議案書

17 ページをご覧ください。まず、企画総務課では、３学期の始業式

について、市内小中学校及び義務教育学校では１月 13 日金曜日に、

南商業高校においては１月 11 日水曜日に各々行われます。次に学校

地域連携課では、十勝子ども雪上ばんばを帯広の森運動公園にて１

月 29 日日曜日に実施します。最後に教育研究所からの報告になりま

す。冬季教員研修講座が１月５日木曜日から 11 日水曜日までの間、

とかちプラザなどを会場に実施されます。学校教育部からは以上で

す。 

河瀬 室長  続きまして、生涯学習部に関する主な事業予定についてご報告い

たします。はじめに議案書 18 ページ、生涯学習文化課では、1 月８

日に令和５年帯広市 20 歳の集いを開催します。また、１月 22 日に

は、帯広市民バレエ公演、眠れる森の美女を開催するほか、各種行

事をご覧の日程で開催します。次に図書館では、１月５日に帯広畜

産大学との連携事業で、冬休み自由研究応援！世界のミルクを知ろ

う・調べようのほか、20 ページに記載のとおり、本が泣いています

展などを開催します。次に児童会館では、１月８日に、冬休みわく

わく教室のほか、各種行事をご覧のとおり開催いたします。次に 22

ページ、百年記念館では、１月 21 日に博物館講座、十勝のチャシ跡

のほか、ロビー展等ご覧の日程で開催します。次に動物園では、１

月 29 日に節分の日イベントを開催します。最後に 23 ページ、スポ

ーツ課では、１月 22 日に、市民クロスカントリースキーツアーのほ

か、各種イベントをご覧の日程で開催します。生涯学習部に関する

主な事業予定は以上です。 

広瀬教育長  これから質疑に入ります。 

各 委 員  ありません。 

広瀬教育長  別になければ、質疑を終結し、本件を終了します。 

  その他（３）寄附受納についてを議題といたします。 

  直ちに説明を求めます。 

村木 室長  学校教育部の寄附についてご報告いたします。議案書 24 ページを

ご覧ください。企画総務課担当分として、西小学校の教育環境の充

実を図るため、西江建設株式会社様よりレーキグランドマットを、

大正小学校の教育環境の充実を図るため、帯広市立大正小学校開校

50 周年記念事業協賛会様よりステージ幕等のご寄附をいただいて

おります。また、学校地域連携課担当分として、地域ぐるみでこど

もを応援する活動の推進のため、市外在住の方 2,096 名より 2,703

万 2 千円を、学校教育課担当分として、学校教育の振興のための奨
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学事業や教育の研究に役立てるため、市外在住の方 655 名より 913

万 9 千円をご寄附いただいております。なお、ご寄附いただいた現

金は、こども学校応援地域基金外１基金に積み立てるものです。学

校教育部からは以上です。 

河瀬 室長  続きまして、生涯学習部に関する寄附についてご報告いたします。

議案書 25 ページであります。はじめに、生涯学習文化課では、風土

に根ざした文化の振興のためとして、市外在住の方 285 名より 394

万 6 千円をご寄附いただいております。次に図書館では、図書資料

充実のためとして、市内在住及び市外在住の方 246 名より、329 万 1

千円をご寄附いただいております。次に動物園では、動物展示施設

等の整備及び動物の購入のためとして、市外在住の方 5,208 名より

6,667 万 1 千円をご寄附いただいております。最後にスポーツ課で

は、スポーツの振興のためとして、市外在住の方 226 名より 320 万

2 千円をご寄附いただいております。なお、ご寄附いただいた現金

は、ふるさと文化基金外３基金に積み立てるものです。生涯学習部

からは以上です。 

広瀬教育長  これから質疑に入ります。 

藤澤 委員  寄附の中で、レーキグランドマットとは、どのようなものか教え

ていただきたいと思います。 

桑嶋課長補佐  グランドを整備するための道具で、鍬のような網目になったもの

を車の後ろに付けて引っ張り整備するものです。 

藤澤 委員  ありがとうございます。 

広瀬教育長  他になければ、質疑を終結し、本件を終了します。 

  事務局からその他説明事項はありますか。 

事 務 局  ございません。 

広瀬教育長  事務局からは、特にないようですが、各委員から他にご意見、ご

質問等があれば、お受けいたします。 

各 委 員  ありません。 

広瀬教育長  別になければ、ここで会議の進め方について、お諮りいたします。 

  日程第４から日程第５の案件については、帯広市教育委員会会議

規則第 16 条第１項第２号及び第５号により非公開に、日程第６の案

件については、同項第１号により秘密会にしたいと存じます。 

  これにご異議ありませんか。 

各 委 員  異議なし。 

広瀬教育長  ご異議なしと認め、そのとおり取り扱いいたします。 

  これより会議を非公開といたします。 

  日程第４、議案第 42 号、職員の人事についてを議題といたします。 

  直ちに説明を求めます。 

服部 部長  議案第 42 号、職員の人事についてご説明いたします。議案書 1

ページをご覧ください。本案は令和４年 12 月 31 日付帯広市教育委
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員会職員の人事について、決定しようとするものであります。人事

異動となる者は、議案書２ページの名簿のとおりです。説明は以上

です。 

広瀬教育長  これから質疑に入ります。 

各 委 員  ありません。 

広瀬教育長  別になければ、質疑を終結します。 

  お諮りいたします。 

  議案第 42 号、職員の人事については、原案のとおり決定すること

にご異議ありませんか。 

各 委 員  異議なし。 

広瀬教育長  ご異議なしと認め、議案第 42 号は決定されました。 

  日程第５、報告第 27 号、令和４年度とかちジュニア文芸各賞の決

定についてを議題といたします。 

  直ちに説明を求めます。 

井上 部長  報告第 27 号、令和４年度とかちジュニア文芸各賞の決定について

ご説明いたします。議案書７ページから 11 ページでございます。本

件は令和４年度とかちジュニア文芸賞、優秀賞及び佳作並びに推進

奨励賞につきまして、とかちジュニア文芸に関する要綱第５条に基

づき決定いたしましたのでご報告するものです。とかちジュニア文

芸は今年度で 13 回目となり、403 作品、393 名から応募がありまし

た。とかちジュニア文芸賞につきましては、陸別町立陸別中学校２

年、橋本也実さんの小説に決定しました。優秀賞につきましては、

帯広市立帯広第四中学校２年、竹原由依さんの小説と芽室町立芽室

西中学校１年、野村心鈴さんの童話の２作品に決定しました。佳作

につきましては、ご覧の５作品に決定いたしました。推進奨励賞に

つきましては、今年度、該当校はございませんでした。なお、記者

発表を来年１月 14 日に、また、表彰式は来年２月 18 日に、図書館

にて執り行う予定でございます。報告は以上です。 

広瀬教育長  これから質疑に入ります。 

田中 委員  １点だけ教えてください。令和元年に市外の応募者数が増えてお

ります。何かあったのでしょうか。 

石津 館長  明確なものは分析できておりませんけれど、大半は学校を通じて

応募するものですから、学校の取り組みにより、かなり左右される

ことはあると思います。 

田中 委員  この時は俳句がかなり増えていて、授業などで取り上げたのかと

思ったのでお聞きしました。継続していただければと思いました。 

広瀬教育長  他になければ、質疑を終結し、本件を終了します。 

  お諮りいたします。 

  これより会議を秘密会といたします。 
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  （以下 非公開） 

 

広瀬教育長  以上で本日の日程はすべて終わりました。 

  これを持ちまして、令和４年第 21 回帯広市教育委員会会議を閉会

いたします。 


